
 

１．策定の主旨                                             

 本計画は、平成 28年 6月 21日に施行した「北広島町中小企業・小規模企業振興基本条例」（以下「条例」

という。）に基づき、本町の中小企業・小規模企業の自主的な努力を基本に、総合的かつ計画的な施策を中小

企業等、経済団体等、大企業、町民、町の連携と協働の下で推進するために策定します。 

 

２．計画の位置づけ                                           

 本計画は、北広島町の上位計画である「北広島町人口ビジョン（平成 27年 10月）」「北広島町総合戦略（平

成 27 年 10月）」「第２次北広島町長期総合計画（平成 29 年３月）」と整合性を図りながら、商工業の振興

等の分野の基本計画として位置づけます。 

  

３．計画の期間                                            

 平成３０年度から平成３８年度の９か年度とし、長期総合計画と関連させるため「前期（平成３３年

度まで）」「後期（平成 34年度～３８年度）」で計画します。 

なお、条例の趣旨を考慮し、経済状況等の変化や計画の進捗状況、国及び県の動向などを見据えなが

ら、必要に応じて見直しを行います。 

 

４・計画の目標                                           

町民の暮らしと調和した地域産業及び地域経済の発展を促す（条例第１条） 

 

５．計画の柱と展開する基本的施策                                  

 上位計画の施策から４つの柱を導き、それに対応した条例の 13の基本的施策に取り組むことで、本町の中

小企業等の振興を促す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

６．基本的施策の展開                                       

 

 

 

７．計画の進捗管理と効果検証                                   

  

 

 

PDCAサイクルによる計画の進捗管理 

 

  

計画の進捗管理及び効果の検証は、条例

に規定する北広島町産業振興会議で進捗状

況を報告するとともに、客観的な検証を行

い、必要な見直しを行います。 

○しごとの育成・創業支援 

○主要産業への就業促進 

北広島町総合戦略 

○商工業の振興 

○新規創業 

○人を活かすしくみ 

○ＵＩＪ支援体制 

○環境づくり 

○自然環境保全 

北広島町長期総合計画 【しげん】 

地域資源の活用 

【しごと】 

創業、経営基盤の 

改善・向上 

【つながり】 

相互連携 

【ひと】 

人材の確保・育成 

１ 経営安定の促進及び経営革新への支援 

２ 創業又は新事業の創出の促進 

５ 町内商工業の活性化の推進 

７ 販路及び受注機会拡大への支援 

11 経済団体等と連携した融資制度への支援 

12 商店街等のまちづくり環境整備への支援 

 

 
３ 女性、高齢者及び障害者を含めた雇用の促

進並びに職場環境の改善への支援 

４ 若い労働力及び人材の確保並びに育成への

支援 

 
８ 各産業及び伝統工芸等の技術伝承等の環境

整備への支援 

９ 地域資源、再生可能エネルギーエネルギー 

等の活用の促進 

 

６ 産業間の連携への支援 

10 産学官の連携へ支援 

＜上 位 計 画＞ ＜計画の柱＞ 

＜基本的施策（条例第４条）＞ 

※数字は、条例の号番号  

H31.1.31 北広島町中小企業・小規模企業振興計画の策定（概要） 

 

13 その他町長が必要と認める施策 

 条例の基本的施策を展開するために、町、商工会は、関係機関と連携して各事業に取り組みます。 

また、このほか、国・県等が行う支援施策について積極的に情報収集し、周知していきます。 


